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令
和
二
年
七
月
十
日

第

百

十

八

号

増

刊

①

第 118 号1
　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

○
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
町
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

　

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

　
福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
福
岡
県
人

事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

七　

会
計
年
度
任
用
職
員
（
六
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
六
月

以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ

て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
四
十
七
日
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

限
る
。
）
が
夏
季
（
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
に
限
る
。
）
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心
身

の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合　

三
日

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す

る
規
則
は
、
施
行
日
以
後
に
任
用
さ
れ
、
又
は
任
用
期
間
を
更
新
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
適

用
し
、
施
行
日
前
に
任
用
さ
れ
、
又
は
任
用
期
間
を
更
新
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
町
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
町
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
町
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十

一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
大
刀
洗
町
の
表
本
庁
の
項
中
「
秘
書
係
長
」
を
「
総
務
秘
書
係
長
」
に
、
「
総
務
係
長
」
を

「
人
事
法
制
係
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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